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平成 29年 3月期における経営強化計画の履行状況について 

 

 

株式会社東北銀行（頭取 村上 尚登）は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律に

基づき、平成 29年 3月期における経営強化計画の履行状況をとりまとめましたのでお知らせい

たします。 

詳細につきましては、別添「経営強化計画の履行状況報告書」をご参照ください。 
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1. 平成 29年 3月期決算の概要 

 

（1） 経営環境 

平成 28年度の国内経済は、上半期は年初からの円高の進行により輸出関連産業などを中心

に企業収益の増勢に陰りが見えはじめ、6月以降は英国の EU離脱選択に伴う株価の下落や円

高の進行により輸出関連産業などを中心に景気の減速懸念が高まりました。一方下半期は米国

で大方の予想を覆して誕生したトランプ政権の経済政策への期待が高まってドル高・円安、株

高の方向に状況が一変し、企業収益も好転して、回復基調が強まりました。 

このようななか、当行では“地域力の向上”をテーマとし、平成 28年 4月に新中期経営計

画を策定し、『事業性評価に基づく金融支援・本業支援』、『「復興」から「成長」へ向けた支援』、

『地域産業・企業の活性化支援』の 3つの基本戦略のもと中小事業者への積極的な支援に取組

んでまいりました。 

 

（2） 決算の概要 

 

① 資産・負債の状況 

    

A 預金・譲渡性預金残高 

    公金預金は前年同月比 15億 47百万円減少し 141億 30百万円となりましたが、個人預

金は同 100億 47 百万円増加し 5,234億 37百万円、法人預金も同 82億 66百万円増加し

2,574億 54百万円となったことから、預金等残高（譲渡性預金を含む）は同 167億 67百

万円増加し 7,950億 22百万円となりました。 

 

   B 貸出金残高 

    主に資金の運用目的で貸出を行っている大・中堅企業向け貸出金（地公体を含む）は前

年同月比 114億 38百万円減少したものの、中小企業等向け事業性貸出金が、前年同月比

172億 55百万円増加し 2,799億 82百万円となったことから、貸出金残高は同 74億 25百

万円増加し 5,242億 18百万円となりました。 

 

   C 有価証券残高 

    債券残高が、前年同月比 173億 29百万円減少し 1,552億 60百万円となったことから有

価証券残高は同 114億 98百万円減少し 2,694億 17百万円となりました。 
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【資産・負債の状況】 （単位：百万円） 

 28年3月末 28年9月末 29年3月末   

実績 実績 実績 28年3月末比 28年9月末比 

資  産 837,871 863,198 851,365 13,494 △11,833 

 うち貸出金 516,793 511,879 524,218 7,425 12,339 

  中小企業等向け 

事業性貸出 
262,727 261,664 279,982 17,255 18,318 

 うち有価証券 280,915 291,543 269,417 △11,498 △22,126 

負  債 801,058 826,381 815,826 14,768 △10,555 

 うち預金等 778,255 804,630 795,022 16,767 △9,608 

 うち借用金 11,426 10,343 10,237 △1,189 △106 

純 資 産 36,812 36,816 35,539 △1,273 △1,277 

 

② 損益の状況 

    

A 資金利益 

    貸出金利息収入は減少したものの、有価証券利息配当金が増加したこと、また預金利息

が減少したことから、資金利益は前期比 50百万円増加し 101億 87百万円となりました。 

 

   B 役務取引等利益 

    生命保険・投資信託等の預り資産関連手数料が減少したこと等から、役務取引等利益は

前期比 2億 8百万円減少し 11億 8百万円となりました。 

    

C コア業務粗利益 

    役務取引等利益が減少したものの、資金利益が増加したこと等から、コア業務粗利益は

前期比 13百万円増加し 112億 98百万円となりました。 

 

   D 経費 

    税金費用は前期比 51百万円増加しましたが、人件費は同 32百万円減少、物件費は同

46百万円減少したことから、経費は同 28百万円減少し 93億 64百万円となりました。 

 

   E コア業務純益 

    資金利益が増加したことおよび経費が減少したことから、コア業務純益は前期比 42百

万円増加し 19億 34百万円となりました。 

 

   F 債券関係損益・株式関係損益 

    国債等債券損益は前期比 6億 35百万円減少し△1億 93百万円となりました。株式等関

係損益は同 38百万円減少し 1億 90百万円となりました。 
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   G 与信関連費用 

 与信関連費用は前期 57百万円の費用計上となっておりましたが、当期は 1億 9百万円

の戻入益となりました。 

    

H 経常利益 

  経常利益は国債等債券損益の減少などから前期比4億51百万円減少し21億41百万円とな

りました。 

 

H 当期純利益 

  経常利益は減益となりましたが、税金費用が減少したことから当期純利益は前期比82

百万円増加し18億65百万円となりました。 

 

【平成29年3月期における決算業績（単体）】                       （単位：百万円） 

 28年3月期 29年3月期 29年3月期   

実績 計画 実績 前期比 計画比 

コア業務粗利益 11,285 11,224 11,298 13 74 

 うち資金利益 10,137 10,034 10,187 50 153 

 うち役務取引等利益 1,316 1,180 1,108 △208 △72 

経  費 9,392 9,495 9,364 △28 △131 

コア業務純益 1,892 1,729 1,934 42 205 

債券関係損益 442 50 △193 △635 △243 

一般貸倒引当金繰入額 △158 50 － 158 △50 

業務純益 2,493 1,729 1,740 △753 11 

臨時損益 99 △105 400 301 505 

 うち不良債権処理額 330 250 11 △319 △239 

 うち株式等関係損益 228 50 190 △38 140 

 うち貸倒引当金戻入益 － － 74 74 74 

 うち償却債権取立益 114 50 47 △67 3 

経常利益 2,592 1,624 2,141 △451 517 

特別損益 △20 130 △4 16 △134 

当期純利益 1,783 1,200 1,865 82 665 

利益剰余金 7,210 7,922 8,643 1,433 721 

 

③ 自己資本比率 

   自己資本比率は国内基準を採用しております。自己資本の額は、利益の積み上げにより前

期比 12億 89百万円増加し 337億 50百万円となりました。また、リスクアセットの額は、

中小企業等向け事業性貸出金が増加したことから同 261億 11百万円増加し 3,765億 91百万

円となりました。以上のことから単体自己資本比率は、8.96%（同 0.30ポイント低下）とな
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りました。連結自己資本比率は単体自己資本比率の低下を主因として 9.50%（同 0.45ポイ

ント低下）となりました。 

 

2. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他当行が主として業務を行っている地域

における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

 

（1） 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

 

① 岩手県の経済環境及び復興状況 

 

A 岩手県の経済環境 

平成 28年度の岩手県経済は、希望郷いわて国体の開催効果も寄与し、全体としては緩

やかな回復基調が継続しました。生産活動は主力である輸送用機械の生産が低調な動きと

なったことで弱含み、住宅投資は貸家の住宅着工が減少したことなどから前年を下回りま

した。また、公共投資は、集中復興期間が終了したことなどから前年を下回りましたが、

高水準な状況が続きました。一方で、設備投資は、復興需要や企業業績の回復を背景とし

て堅調な動きとなり、個人消費は乗用車販売台数がプラス基調に転じるなど持ち直しの動

きが続きました。 

 

B 岩手県の復興の状況【平成 29年 3月末現在、資料出所：岩手県】 

 

≪土地区画整理事業≫ 

    ○地区数 

計画 工事中 完了 

19地区 15地区（79%） 4地区（21%） 

    ○区画数 

計画 工事中 完了 

5,229区画 3,424区画（65%） 1,805区画（35%） 

  

   ≪防災集団移転促進事業≫ 

    ○地区数 

計画 工事中 完了 

88地区 12地区（14%） 76地区（86%） 

    ○区画数 

計画 工事中 完了 

2,120区画 426区画（20%） 1,694区画（80%） 
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≪災害公営住宅等整備事業≫ 

計画 工事中 完成 

5,694戸 585戸（10%） 4,345戸（76%） 

   

≪海岸保全施設整備事業≫ 

    ○岩手県 

計画 工事中 完了 

105箇所 72箇所（69%） 33箇所（31%） 

    ○市町村 

計画 工事中 完了 

29箇所 24箇所（83%） 5箇所（17%） 

 

≪復興道路整備事業≫ 

    ○三陸沿岸道路 

事業化延長 工事中 供用中 

213 ㎞ 148㎞（69%） 65㎞（31%） 

    ○東北横断自動車道釜石秋田線 

事業化延長 工事中 供用中 

80㎞ 17㎞（21%） 63㎞（79%） 

    ○宮古盛岡横断道路 

事業化延長 工事中 供用中 

66㎞ 55㎞（83%） 11㎞（17%） 

 

≪漁港災害復旧事業≫ 

計画 工事中 完了 

29.5㎞ 1.0㎞（3%） 27.6㎞（94%） 

 

C 中小事業者の業況及び中小事業者が抱える課題の状況 

岩手県「被災事業所復興状況調査」では、定期的に沿岸 12市町村の事業者を対象に復

旧・復興状況について調査を実施しております。平成 28年 8月の調査では、業績（売上

高）が「震災前と同程度又は上回っている」と回答した事業所の割合は 48.6%となり、前

回調査（平成 28年 2月）から 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇しております。業種別に見ますと「震災前と

同程度又は上回っている」と回答した事業所の割合は、建設業では 82.0%と高く、水産加

工業については調査開始後初めて 50%を超え、50.1%となりました。また、事業者の抱え

る課題については「取引先の減少・販路の喪失」と回答した事業所の割合が 50.3%で最も
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高く、次いで「業績悪化」45.4％、「雇用・労働力の確保」35.9%と事業の本業に関わる課

題が、引き続き、高い割合を占めております。 

 

≪業績（売上高）の変化≫ 

 

 

 

 

 

 

 

    ≪業種別売上高の変化≫ 

※震災前の売上を上回るまたは同程度と回答した事業者の割合 

・建設業 

 

 

 

 

 

・水産加工業 

 

 

 

 

 

 

≪事業者の抱える課題の変化≫ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

施設整備

資金の不足

運転資金の

不足

二重債務の

負担

雇用・労働

力の確保

取引先の

減少・販路

の喪失

原材料価格

の高騰
業績悪化

事業計画の

作成が困難

事業用地の

確保

後継者の

不在

H24年2月 38.1% 30.0% 18.1% 14.2% 23.8% 5.9% 33.2% 11.0% 19.8%
H25年2月 26.6% 20.3% 14.1% 24.8% 29.9% 5.4% 39.0% 11.5% 20.5%
H26年2月 21.3% 20.8% 10.7% 30.8% 27.0% 6.6% 42.6% 9.7% 16.7%
H27年2月 24.0% 22.1% 10.4% 35.6% 45.3% 22.1% 38.6% 14.5% 20.0%
H28年2月 20.6% 21.0% 9.7% 34.4% 44.1% 18.8% 38.6% 12.9% 21.4%
H28年8月 17.4% 21.6% 10.6% 35.9% 50.3% 22.5% 45.4% 8.8% 21.9%
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② 経営計画 

前中期経営計画で認識した経営課題を解決し、地域の中小事業者に対する積極的な支援を

推し進めるため、平成 28年 4月～平成 31年 3月までの経営強化計画の実施期間と同期間の

中期経営計画を策定しております。 

新中期経営計画の策定にあたっては、地域が成長力を維持していくためには、地域産業や

個々の中小事業者の活力向上が不可欠であり、当行が企業価値向上に向けた支援を積極的に

行うことで、お客様の成長・発展に繋がり、雇用が増加し、地域の活性化に繋がるという好

循環を形成したいとの思いから「“地域力の向上”～地域の中小事業者の企業価値向上をお

手伝いします～」をテーマに掲げております。また、「中小事業者への積極的な支援」をビ

ジネスモデルとし、中小事業者のための銀行として、中小事業者支援に特化していくことを

鮮明に打ち出し、『事業性評価に基づく金融支援・本業支援』、『「復興」から「成長」へ

向けた支援』、『地域産業・企業の活性化支援』の 3つの基本戦略のもと、中小規模の事業

者への信用供与の円滑化及び地域における経済の活性化に努めております。 

    

   【中期経営計画全体図】 
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  【基本戦略】 

   ■ 事業性評価に基づく金融支援・本業支援 

    売上や利益などの過去の実績、担保や保証の有無のみで融資の判断を行うのではなく、

取引先事業者の商品力、技術力、成長可能性などを分析する「事業性評価」を通じて、

企業価値向上に向けた金融支援・本業支援に努めております。 

 

   ■ 「復興」から「成長」へ向けた支援 

    東日本大震災の発生から、約 6年 3ヶ月が経過しますが、地域間、業種間による景況

の温度差、格差が生じております。「復興」から次のステージに向けて個々の事業者が

直面しているそれぞれの課題について、課題解決へ向けた支援に努めております。 

 

   ■ 地域産業・企業の活性化支援 

    岩手県の主要な産業である農林水産業を起点に、加工や販売のみでなく、物流、建設、

サービス業といった様々な関連業種に商流を派生させ、「事業性評価」からソリューシ

ョン営業を行うことで、中小事業者の発展・成長に寄与するような支援に努めておりま

す。 

 

  【本業支援の実績】 

    中期経営計画では、『事業を営むお客様の本業の支援となる提案・助言』を本業支援

の定義と定め、計画数値を年間 600件以上とし、「起業・創業支援」、「6次産業化支援」、

「マッチング支援」、「営業支援」、「経営改善支援」等の本業支援に取組んでおります。

平成 28年度の本業支援の実績については、「起業・創業支援」83件、「6次産業化支援」

19件、「マッチング支援」465件、「営業支援」502件、「経営改善支援」273件、合計

1,342件の本業支援の取組を行っております。 

    

   平成 28年度本業支援の実績 

 起業・創業 

支援 

6次産業化 

支援 

マッチング 

支援 

営業 

支援 

経営改善 

支援 

本業支援 

合計 

上期 37件 9件 171件 361件 153件 731件 

下期 46件 10件 294件 141件 120件 611件 

合計 83件 19件 465件 502件 273件 1,342件 
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うち成約等件数 

 
起業・創業 

支援 

6次産業化 

支援 

マッチング

支援 

営業 

支援 

経営改善 

支援 

成約分 

合計 

上期 24件 3件 49件 157件 94件 327件 

下期 37件 3件 121件 81件 80件 322件 

合計 61件 6件 170件 238件 174件 649件 

 

③ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

 

A 中小規模の事業者に対する信用供与の本部支援体制 

    中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化に向けて、各営業店に対する本部サポート

体制を構築するため、「地域応援部」、「地域応援部地方創生推進室」、「融資部企業経営支

援室」を設置し、中小規模の事業者への資金供給、各種ソリューションの提供、経営改善

支援等の本部サポート体制を整備しております。 

     

a 地域応援部における取組 

地域応援部は、営業店の営業推進支援の中心的な役割を担う部署であり、営業支援シ

ステム(KeyMan)を活用した預貸金等の各種予算進捗状況の管理から、事業性資金の商品

開発、住宅ローンを中心とする個人ローンの商品開発に加え、各種金融サービス等の企

画を行っております。商品の企画立案から始まり、広告宣伝等の商品 PR、販売状況の

管理、検証まで銀行の営業推進全般を統括し、中小規模の事業者に対する支援態勢の整

備を図っております。 

 

    b 地域応援部地方創生推進室における取組 

地域応援部地方創生推進室は、平成 27 年 4 月に地域応援部の部内室として新設しま

した。「地方創生」に関する地方自治体の総合戦略策定、実行支援を主な活動としてお

りましたが、平成 28 年 4 月より人員を 6 名に増員し、従来から取組んできたアグリビ

ジネス支援、環境ビジネス支援、医療・介護ビジネス支援、ビジネスマッチングによる

取引先事業者のトップライン改善支援等の営業店支援を行う態勢としております。地域

力の向上に向けて創業支援から事業承継支援まで事業者のライフステージに応じた支

援態勢の整備を図っております。 

 

c 融資部企業経営支援室における取組 

融資部企業経営支援室（以下、「企業経営支援室」という。）は、重点管理先等に対す 
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る事業計画の策定支援や、支援先への直接訪問によるモニタリング、各営業店への臨店 

指導などを通じて対象企業の早期改善及び再建を果たすための支援を継続して行って

おります。 

     また、被災企業に対する支援については、企業経営支援室が「岩手県産業復興相談セ 

ンター」の窓口となっていることもあり、東日本大震災事業者再生支援機構、岩手（宮 

城）産業復興機構と連携し、被災企業の事業再生支援や二重ローン問題解決へ向けた営 

業店サポートを行っております。両機構の対象とならない事業者で、且つ債権者間調整 

を必要とする中小事業者については外部の専門的なノウハウを活用するべく「中小企業 

再生支援協議会」と連携を強化し、再生支援へ向けた営業店支援態勢の整備を図ってお 

ります。 

 

   B 店別営業戦略の策定 

当行では主たる営業エリアである岩手県を中心として 57ヶ店の営業店を展開しており

ます。営業店毎に出店の経緯、歴史、お客様の特性、他行との競合状況、市場環境等、取

り巻く環境が異なっております。従来は、支店の業容等に応じて、均質的な営業展開を行

ってまいりました。また、岩手県については広大な面積を有しており、多店舗展開してい

る盛岡市近郊の営業店を除くと、エリア連携による営業推進についても難しい状況にあり

ます。そのような課題を解決するにあたり、営業店の属する地域の事業者にきめ細かい支

援を実施することを目的として平成 27 年度に「店別営業戦略」の決定を行い、平成 28

年度から決定した戦略に基づき営業推進を実施しております。 

    営業店では、営業店経営計画の具体的な行動を定めるために当年度の「アクションプラ

ン」を策定のうえ推進しております。「アクションプラン」では各営業店が注力する項目

について数値目標・ターゲット・推進方法・モニタリング手法を定め、単価やヒット率を

想定し、数値目標達成に向けたターゲット先をリストアップし、当年度の計画数値達成に

向けた行動に繋げるものとしております。また、平成 29年 2月には、「店別営業戦略」の

見直しを実施し、中期経営計画のテーマである「地域力の向上」に向けた「地域力向上戦

略」および「収益力向上戦略」を策定するよう戦略の一部見直しを実施しております。 

今後においても適宜その手法について見直しを実施し、中小規模の事業者に対する信用

供与の円滑化に努めてまいります。 

     

C 渉外行動基準 

「行動の質」の向上を図ることを目的に、平成 28年 6月に渉外行動基準を改定してお

ります。「面談件数」から「有効面談件数」に基準の変更を行い、「顧客の課題・宿題」を

数多く引き出し、解決へ向けて半期ごとの提案書交付基準を新たに定め、地域の中小事業

者に対し、ソリューション営業を行い、本業支援に繋げていくための営業推進体制の整備

を図っております。 
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平成 28年度の営業支援システム KeyManへの「課題・宿題」登録件数は 3,355件（上期

1,939件、下期 1,416件）、提案書交付件数は 1,240件となりました。「課題・宿題」登録

件数、提案書交付件数については前年度と比較し増加しましたが、「登録内容」、「課題・

宿題に対する進捗管理」、「課題・宿題取得後のお客様フォロー」等については、件数に加

え、登録内容等の質を高めていくことの必要性を認識しております。各種研修の実施や臨

店指導等を通じ、「行動の質」の向上に努めてまいります。 

 

【渉外行動基準】                        （単位：件） 

 有効面談件数 うち新規 提案書交付 

支店長 3 1 － 

渉外課長 4 1 3 

タイプ A 5 2 3 

タイプ B 7 1 2 

タイプ C 8 － － 

タイプ D 10 － － 

※有効面談件数については、1 日あたりの面談件数、提案書交付先数については半期単位での交付

先数 

 

  【平成 28年度の実績】                      （単位：件） 

 有効面談件数 うち新規 提案書交付 

 上期 下期 上期 下期 上期 下期 

支店長 1.0 1.1 0.1 0.1 － － 

渉外課長 2.6 2.5 0.2 0.2 2.4 5.0 

タイプ A 2.8 3.2 0.4 0.4 2.6 3.0 

タイプ B 3.3 3.6 0.2 0.2 1.3 0.8 

タイプ C 6.2 5.7 － － － － 

タイプ D 7.0 7.4 － － － － 

 ※上期実績は平成 28年 7月から 9月の実績 
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【渉外タイプの役割】 

行動タイプ 担当者 役割 

－ 渉外課長 

 渉外活動の統括責任者として営業店渉外戦略の構

築・管理を行う。また、自ら既存法人先の取引深耕並

びに新規法人先開拓を率先して行うことを業務とす

る。 

タイプ A 法人営業中心担当者 
既存法人先の取引深耕並びに新規法人先開拓を行

うことを業務とする。 

タイプ B 法人・個人営業担当者 
 法人・個人顧客に並行して営業活動を行うことを業

務とする。 

タイプ C 個人営業中心担当者 

 主に個人顧客への営業を展開し、住宅ローンを主と

した個人ローンの推進並びに個人預金・預り資産等個

人金融資産の拡大を図ることを業務とする。 

タイプ D 集金・職域中心営業担当者 
 主に集金・職域を中心とし、個人金融資産の拡大を

図ることを業務とする。 

 

D 本業支援研究会の開催 

中小規模の事業者に対する信用供与の実施にあたり、事業性評価に基づいた融資促進や

中小規模の事業者の本業支援を推進するため「事業性評価シート」作成の平準化、課題抽

出方法の訓練、僚店の取組状況の共有を目的として「本業支援研究会」（以下、「研究会」

という。）を開催しております。平成 28年度上期に引き続き、下期についても平成 28年

11月 15日から平成 29年 1月 19日にかけて計 6日間 12ブロックにて開催しました。上

期の開催については参加者を営業店の渉外課長としておりましたが、下期はその対象を渉

外担当者とし、あらゆる階層の行員が参加できるような工夫を行っております。 

研究会では各営業店で選定した先（1社）について営業店渉外担当者が「事業の強みや

弱み」、「抽出した経営課題とソリューション提供内容」、「今後の取引展望」等について説

明を行い、本部関連部署を交え、活発なディスカッションを行いました。ディスカッショ

ンを通じ、他店の事業性評価の内容や経営課題抽出方法を共有することによって参加者の

レベルアップを図ることができました。 

 

E ソリューション営業コンテストの開催 

事業性評価を通じた中小規模の事業者の活性化や、雇用創出、本業支援への好事例など

について全行的に取組を推進し、評価するための仕組みとして「ソリューション営業コン

テスト」（以下、「コンテスト」という。）を開催しております。 

平成 27 年度下期よりコンテストを開催し、平成 28 年下期においては 8 ヶ店、14 件の

事例がコンテストにエントリーされました。評価基準は「プロセスの評価（どのように顧
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客の課題を抽出し、課題解決へ向けてどのような対策を検討し、ソリューション営業を行

ってきたか）：30 点」、「顧客取引への貢献度評価（取組により、顧客取引にどのような貢

献ができたか、また、今後どのような取引が期待できるか）：30点」、「顧客への貢献度評

価（取組が顧客にどのような効果をもたらしたか）：40点」、の合計 100点で評価を行い、

4ヶ店の事例が表彰されました。 

今後もコンテストを継続して実施し、好事例について全営業店で共有化を図ることで、

融資手法等の高度化を図り、中小規模の事業者の信用供与に努めてまいります。 

 

【ソリューション営業コンテストのエントリー事例紹介】 

木材生産事業を営むお客様への事業性評価に基づいた支援事例 

 本事例のお客様は、岩手県および埼玉県に工場を持つ木材生産事業を営むお客様で

す。 

 お客様は、震災により主工場である岩手県沿岸部の工場が被災・全壊しました。当

行では、東日本大震災事業者再生支援機構と共に事業再生計画を策定する等、債権買

取の支援を実施しました。 

 その後、補助金等の活用により増設した別工場が順調に稼働し、受注も収益も計画

比プラスで推移しておりました。しかしながら、利息負担が当初計画より大きく、財

務内容の改善が喫緊の経営課題となっておりました。当行では、遊休不動産の売却と

有利子負債の圧縮が急務と捉え、早期対応に向けた取組を行い、約 2 億円の債務圧縮

の支援を実施しました。 

本事例は、被災地域の事業者の「復興」から「成長」へ向けた支援を実施した事例

となっております。 

 

F とうぎんボードの有効活用 

当行では、平成 28 年度上期より、本部及び営業店が営業活動の中で把握した中小規模

の事業者の様々なビジネス情報について、行内イントラネットワーク（とうぎんボード）

を活用して僚店間でその情報を共有し、販路開拓・不動産ニーズ・本業支援等のお客様同

士の様々なマッチングに貢献できる態勢を整備しております。 

平成 28年度のとうぎんボード登録件数は 112件、うち商談への発展件数は 44件、成約

件数は 5件となっております。とうぎんボードを活用した好事例については行内ニュース

の発信を行い、とうぎんボードを活用したお客様の本業支援に努めてまいります。 

 

 

 

 



14 

 

【平成 28年度とうぎんボード活用実績】 

 登録件数 商談への発展件数 成約件数 

上期 53件 20件 2件 

下期 59件 24件 3件 

合計 112件 44件 5件 

 

【とうぎんボードのイメージ】 

 

 

 

       

    

    

        販路情報・仕入先の発掘・不動産情報等 

   

   【支援事例１】 

「とうぎんボード」を活用したマッチング支援事例 

岩手県外の不動産事業者が、岩手県内にて建売住宅の事業拡大を計画しておりまし

た。お客様は自社で建築部門を持っておらず、既存の協力会社も施工エリア外であっ

たことから、岩手県内の木造住宅建築事業者を探しており当行へ相談がありました。 

当行では「とうぎんボード」を活用し、情報収集したところ、5 社の候補企業の情

報が集まり、そのうち 1社が協力会社として建築を請負うことでマッチングが成約と

なりました。不動産事業者、建築事業者それぞれの売上拡大を支援した事例となって

おります。 

 

G 人材育成 

    中小規模の事業者に対する信用供与の実施に向けて、中小企業診断士の養成、企業審査

トレーニーの開催、農林水産業に係る専門資格者の養成、外部機関との連携を通じた人材

育成、その他各種研修を実施し、コンサルティング機能を発揮できる人材の育成を行って

おります。 

 

    a 中小企業診断士の養成 

     中小企業の経営支援をはじめとした積極的な金融機能仲介を発揮するための人材を

養成する一貫として中小企業診断士の養成に取組んでおります。平成 28年度は 2名が

9月に中小企業大学校を卒業・資格取得し、10月より本部審査部門、営業店に配属して

おります。当行の平成 29年 3月末の中小企業診断士は 13名となっております。 

お客様 お客様 営業店 営業店 

とうぎん 

ボード 

       ビジネスマッチング 
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     今後においても、中小企業の経営支援に向けて、公募選抜等を活用し、資格保有者の

増員、養成に向けて取組んでまいります。 

 

b 企業審査トレーニーの開催 

本部審査業務を実際に経験することで審査のポイント等への理解を深めることを目

的として、講座と実践形式を組み合わせた「企業審査トレーニー」を開催しています。

平成 28年下期は 2名が研修に参加し、事業性評価にもとづく企業の実態把握や融資案

件の組立て、与信判断のポイント等について研修を行いました。 

講座では実際の事例をもとに、定量データから仮説を立てる演習を行いました。仮説

立案後は実際の事例をもとにロールプレイングによる検証を実施し、企業の現状把握を

効果的にできるようなヒアリング方法の演習を行っております。 

グループでのブレインストーミングやロールプレイングによる実査検証のほかに、事

業リスクを補完できる案件組成の方法や、稟議方法も演習に組み入れ、案件のクロージ

ングまでお客様と対話することを想定した研修内容としております。 

実践では本部に申請された稟議の与信判断を行っております。案件の可否に重きを置

くのではなく、講座で学んだ仮説検証プロセスで企業の事業リスクを把握し、リスクを

補完できる本業支援や融資の組み立て方を本部審査担当者とディスカッションし、講座

で学んだことを実践で試すことで、理解がより深まるようなトレーニーの内容としてお

ります。 

また、「企業審査トレーニー」のほかに、実践形式に重点を置いた「随時審査トレー

ニー」の開催を行っており、平成 28年度下期は 7名が研修に参加しております。こち

らは誰でも、いつでも本部の審査業務を体験できる研修をコンセプトとしており、研修

参加者の主体性を尊重したトレーニーとなっております。研修で学びたい事を事前に考

えて研修に臨み、本部審査担当との事前打ち合わせで研修内容を決めていくことで、研

修方法を参加者のレベル等に応じ、個別にカスタマイズすることが可能となっておりま

す。 

 

c 農林水産業に係る専門資格者の養成 

当行では日本政策金融公庫の農業・林業・水産業の各経営アドバイザー制度を通じ地

域産業である農林水産業に係る専門資格者を養成しております。当アドバイザー制度は

「農林水産業の特性を理解している税務、労務、マーケティングなどの専門家からアド

バイスを受けたい」という経営者の要望を受けて、経営への総合的かつ的確なアドバイ

スを実践できる人材を育成するために平成 17年 2月に創設されたものであり、資格取

得者の養成に努めてまいりました。 

平成 29年 3 月末現在、農業経営アドバイザー16名、林業経営アドバイザー1名、水

産業経営アドバイザー1 名、合計 18 名のアドバイザーが在籍しており、地域の農林水



16 

 

産業者を支援しております。 

中期経営計画において地域産業・企業の活性化支援に向けて地域の特性である農林水

産業を起点として、地域産業の創出、成長へ向けた支援に取組むこととしており、農林

水産業の特殊性を理解し、コンサルティング機能を発揮できる人材育成を図るため、専

門資格者の養成に努めてまいります。 

 

    d 外部機関との連携を通じた人材育成 

東日本大震災事業者再生支援機構、岩手（宮城）産業復興機構の各機構を活用した再

生支援の件数は、平成 29年 3月末までの累計で 112先となっております。これらの案

件については、融資部企業経営支援室（以下、「企業経営支援室」という。)が中心とな

り、外部コンサルタント等の様々な専門能力を有効活用し、営業店とともにお客様を訪

問しております。今後の収支見込みの検討や再建のための資金対応を含めた具体的な計

画策定等を協議しており、各機構との連携を通じ再生支援案件に対するスキル向上につ

ながっております。 

また、平成 29 年 3月末現在、当行行員 3名が岩手県産業復興相談センターへ出向し

ており、復興支援の運営に参加するとともに経営支援のスキル向上に努めております。 

この他、平成 26年 3月に締結しております地域経済活性化支援機構との特定専門家

派遣契約も継続しており、個別の案件相談を通じて事業再生等に関するノウハウを企業

経営支援室が中心となって吸収し、その情報等を営業店に還元しております。 

 

H 中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制として、半期ごと

に開催する支店長会議において施策及び各種計画数値の徹底を図っております。また、営

業店長または渉外課長を対象に地域ごとに開催する「グループ会議」等で進捗状況の管理

を行っております。取組結果については、営業店業績評価を行い、営業店・行員のモチベ

ーション向上に努めております。 

 

    a 取締役会・常務会 

     取締役会は原則毎月 1回、常務会は原則毎週開催しております。取締役会には社外監

査役 2名を含む監査役 4名、常務会には常勤監査役 1名が出席し、ガバナンス強化に努

めております。社外取締役については独立役員 2名を選任し、第三者の客観的かつ中立

的な視点を取入れた経営管理態勢としております。中小規模の事業者への信用供与を含

む中期経営計画に基づく業務計画書においては期中及び期末において進捗状況を常務

会に付議し、取締役会に報告することで、進捗状況の確認並びに以後の改善策・推進策

等をチェックする体制としております。 

 



17 

 

    b 支店長会議 

     全営業店長及び本部の部室長を対象に半期ごとに「支店長会議」を開催し、中期経営

計画、単年度業務計画、重要施策についての徹底を図っております。平成 28年度下期

においても 1回開催し、中小事業者に対する信用供与に向けての意見交換会を実施しま

した。 

 

    c グループ会議 

     全営業店の営業店長または渉外課長を対象として、施策及び各種計数等の進捗状況等

を確認することを目的に営業店を地域ごとにグループとして区分けのうえ、「グループ

会議」を実施しております。平成28年度は4月、7月、10月、12月に4回開催しておりま

す。4月のグループ会議では、営業店長を対象に、年度の主要施策の周知・徹底を実施、

7月は渉外課長を対象に、「店別営業戦略」に基づく「アクションプラン」の履行状況

の確認と推進項目の進捗状況についての確認を実施、10月は営業店長を対象に「店別営

業戦略」及び「アクションプラン」の改定実施の説明、主要施策及び推進項目の進捗状

況の確認を実施、12月のグループ会議では渉外課長を対象に、推進項目の進捗状況の確

認、「アクションプラン」の履行状況の確認を実施しました。 

 

    d 営業店業績評価 

     当行では、地方公共団体向け貸出金及び資金運用を目的とした市場性貸出金を除く、

主に中小企業、個人からなる貸出金について「一般貸出金」と定義し、「一般貸出金」

の増強にウエイトをおいた営業店業績評価としております。 

     また、中期経営計画において「本業支援件数」を計画数値に掲げており、平成 28年

度上期より「本業支援件数」、「提案書提出件数」、「事業性評価（シートの作成実績、取

組状況）」を評価項目に取入れ、本業支援に対する取組を強化させるとともに、本業支

援に対する営業店・個人の意識向上に取組んでおります。 

 

④ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応

した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

 

A 事業性評価シートの活用 

平成 27年 7月に円滑な資金供給に向けて目利き能力を発揮した融資や助言を行い、事

業性を評価した融資を行うことを目的として「事業性評価シート」（以下、「シート」とい

う。）を導入しております。 

シートの作成実績については、平成 28年 3月の 378先（融資残高 628 億円）から平成

29 年 3 月は 805 先（融資残高 909 億円）へ増加し、当行取引先事業者（個人事業主を含

む）の約 11%となりました。 
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企業の実態を財務内容からだけではなく、事業特性や成長可能性など多方面から評価す

ることで、今後の事業展開について取引先事業者と一緒になって考えていくよう、シート

を活用した事業性評価を実施し、担保や保証に依存しない融資の促進に努めてまいります。 

 

【支援事例 2】 

事業性評価に基づいた地域基幹産業への支援事例 

本事例のお客様は、地域においても大きな事業規模を有する乳製品製造業者です。

お客様が本社を構える地域は、農業と福祉のまちと位置付けられており、行政におい

ても基幹産業として支援強化に取組んでいる業種であります。当行においても酪農関

連産業を地域の基幹産業として捉え、事業性評価を実施しました。 

 当行ではお客様の商流の整理と今後の方針を確認しました。そのようななかにおい

て、生乳の仕入れにあたり「指定生乳生産者団体」を経由して仕入れを行っているこ

とから、指定団体が仕入価格決定権をほぼ掌握している事を確認しました。また、売

掛金の 50%以上を農協系の団体に対し担保として差入を行っており、資金調達も農協

系の別団体を利用する構造が明らかとなりました。流通ルートは確保されている一方

で利益率は抑えられており、お客様としても経営に柔軟性を持たせるため、農協系の

団体との関係性を薄くし、銀行取引の深耕を望んでおりました。 

 お客様の課題・ニーズを把握し、ビジネスモデルの事業性評価していくなかで、

HACCP を取得しており高品質商品の製造、学校給食への提供を行うなど販売先は多

岐にわたっていること、工場稼働の効率化により収益性の改善が図られていることを

確認し、運転資金の支援を行っております。 

お客様の事業に深く関わり事業性評価を通じ、地域の基幹産業への成長支援を行っ

た事例となっております。 
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【支援事例 3】 

事業性評価に基づいた新規取引先への支援事例 

本事例のお客様は、不動産事業を営むお客様です。担当者が新規取引先として訪問

を重ねるなか、米軍基地に勤務している軍人、軍属向けの米軍ハウス新築プロジェク

トの情報を入手しました。その後、米軍ハウスの市場調査および同社の事業性評価を

実施し、フェイスブックを活用した情報提供、英語による問い合わせ対応、24 時間対

応の社内管理態勢等により同社が管理する米軍ハウスの入居率は 100%となっている

ことを確認しました。 

お客様が事業を営む地域においては米軍ハウス向けサービスを提供する同業他社

もありますが、事業性評価を実施したことで同社の強みを把握できたことから、米軍

ハウス建築資金の支援を行うことが可能となりました。 

通常の賃貸物件とは異なる個別性を理解し、市場調査を綿密に行い、事業性評価を

実施した新規取引先への支援事例となっております。 

 

B ABL（動産担保融資） 

担保や保証に過度に依存しない融資手法の 1つとして、企業の事業活動そのものに着目

し、事業に基づく資産を担保として活用することで資金調達手段の拡大を図る ABLに取組

んでおります。 

具体的な取組みとしては、外部専門業者トゥルーバグループホールディングス株式会社

（以下、「トゥルーバ社」という。）との提携により、評価における客観性の確保、管理

レベルの向上や換価手段の確保を図り、一般担保としての要件を満たす態勢を整えており

ます。また、外部機関の講座を活用し、企業の実態を適正に把握する目利き力を持った人

材の育成に取り組んでおります。 

ABLは、モニタリングを通してお客様の経営状況、問題点の把握等、お客様と共通の認

識をもち、信頼関係を高めていく「お客様を良く知る」手法となることから、お客様の状

況やニーズに応じ、取組んでまいります。 

 

【取扱実績】  

年度 件数 金額 内容 

平成 25年度 12件 865百万円 ワイン・水産加工食品等 

平成 26年度 9件 1,040百万円 売掛債権・太陽光発電設備等 

平成 27年度 17件 3,953百万円 売掛債権・太陽光発電設備等 

平成 28年度 17件 2,327百万円 介護報酬債権・太陽光発電設備等 

 

 



20 

 

C シンジケートローン 

お客様の資金調達ニーズの多様化に対応するために、シンジケートローンの組成に取組

んでまいりました。今後も引き続き、復興需要や制度活用が求められている PPP・PFI事

業、再生可能エネルギーの活用に伴う発電事業等、大きな資金需要への対応が必要となり

ます。従来の組成ノウハウを最大限に活用し、地域金融機関が連携し地域を支援していく

ため、引き続き案件の組成に取組んでまいります。 

 

【支援事例 4】 

シンジケートローンを活用した地域再生エネルギー発電事業会社への支援事例 

岩手県沿岸部における地域再生エネルギー発電事業会社（SPC）の行う太陽光発電

事業に対し、三菱東京UFJ銀行と共同アレンジャーとなり、シンジケートローンを組

成した支援を実施しております。 

本プロジェクトは、自治体が総合戦略に掲げる「自然エネルギーの有効活用による

化石燃料使用量の削減」に沿った取組み、また沿岸部3自治体が東日本大震災によっ

て被災した都市を環境未来都市として復興することを目指す地域の広域環境未来都

市計画に沿った取組みであります。 

また、太陽光パネルの架台の一部に地元産の杉を原材料にした木製架台を採用する

など、地元への収益還元および地元の林業振興に大きく貢献するプロジェクトとなり

ます。 

被災地域の復興を支援するとともに地域の基幹産業の振興に向けてシンジケート

ローンを活用し、支援を行った事例となっております。 

 

D 経営者保証に関するガイドラインへの対応 

平成 25年 12月 5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」（以下、「ガイド

ライン」という。）を踏まえ、内部基準の見直しを実施し、新規の無保証融資や保証契約

の解除等に取組み、被災企業を含む中小規模の事業者への円滑な資金供給に取組んでまい

りました。 

今後も引き続きガイドラインに則して、中小規模の事業者の経営状況等を勘案し、経営

者保証に過度に依存しない融資の促進を図るとともに、保証契約締結の際や保証債務の整

理の申出において誠実な対応を行ってまいります。 
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【「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況の実績】      （単位：件） 

項   目 
平成 27年度 

上期 

平成 27年度 

下期 

平成 28年度 

上期 

平成 28年度 

下期 

新規に無保証で融資した件数 491 571 571 607 

保証契約を解除した件数 20 43 71 75 

保証債務整理の成立件数 0 0 2 1 

新規融資に占める経営者保証に

依存しない融資の割合 
13.01％ 14.94％ 15.50％ 15.87% 

 

【支援事例 5】 

経営者保証に依存しない支援事例 

本事例のお客様は金属スクラップ回収・販売を営む事業者です。震災による瓦礫撤

去に伴うスクラップ回収により業況は好調に推移しておりましたが、その後、市況・

為替相場等の環境が悪化し、直近の決算では営業利益が赤字転落となっておりまし

た。 

そのようななか、お客様より運転資金の要望があり、ガイドラインの要件を充足し

ているとは認められないものの、事業性評価の内容、営業赤字の要因、事業の継続性、

情報開示の積極性等を総合的に判断し、経営者保証を求めない融資に応じることとし

ました。 

経営者は67歳ということもあり、年齢や健康面からも事業承継を課題としておりま

したが、無保証人による融資対応により経営者の精神的な負担も軽減され、お客様と

の更なるリレーションの構築が図られた支援の事例となっております。 
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【支援事例 6】 

経営者保証に依存しない支援事例 

本事例のお客様は業歴も長く、ビル衛生管理、警備・保安、清掃用具等の販売等を

営む総合環境創造会社として安定的な事業基盤を構築している事業者です。 

代表取締役会長の死去に伴い、法定相続人5名への保証債務の相続が発生し、当行

では「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証に依存しない融資につ

いて説明を行い、相続人からも保証債務を引受けない方向で検討してほしいとの要望

がありました。 

当行ではガイドラインの要件を充足しているとは認められないものの、業況が安定

し、内部留保も十分であること、情報開示にも協力的であり各種資料の提出状況など

良好なリレーションが構築されていることなどから、法定相続人5名の保証債務を免

除し、既存の借入について無保証人対応を行いました。 

お客様からは保証債務負担が軽減されたことへの対応に高い評価をいただき、更な

るリレーションの構築が図られた支援の事例となっております。 

 

E 各種ビジネスローン 

当行では、中小事業者に対する円滑な資金供給や環境保全への取組を金融面から積極的

に支援していくために、利便性の高い各種ビジネスローンの開発に取組んでおります。平

成 26 年上期には地域活性化に取り組む事業者に対して積極的な支援を目的とした事業性

融資商品「とうぎん雇用拡大支援ローン（人増繁盛）」「とうぎん創業支援ローン(起業の

とびら)」の取扱いを開始しております。また、「ビジネスローン 1000」については、新

規先や復旧・復興需要にスピーディな対応をすることを目的に商品内容を改定し「とうぎ

ん復興ビジネスローン 2000」として取扱いを行っております。また「とうぎん医療・介

護ローン」では、「はるかプラン（運転資金・設備資金）」、「みらいプラン（開業資金）」、

「きずなプラン（賃貸用医療介護福祉施設等の設備資金）」の 3 つをラインナップし、医

療・介護事業者への資金供給を行っております。 

各種ビジネスローンについては、お客様のニーズに対応するよう商品性の見直し、商品

開発を検討し、中小規模の事業者への円滑な資金供給に努めてまいります。 
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【各種ビジネスローンの実行実績】            （単位：件、百万円） 

商品名 
震災後～平成 29年 3月末 

取扱件数 実行金額 残高 

とうぎん復興ビジネスローン 2000 1,612（159） 11,896（1,246） 3,405 

とうぎんエコ・ローン    49  （2）  4,954  （106） 3,752 

とうぎん農業ローン「アグリビジョン」    28  （1）    137    （5） 18 

 とうぎん創業支援ローン「起業のとびら」    59（16） 

  

   171   （51） 124 

とうぎん雇用拡大支援ローン「人増繁盛」    31 （4）    430   （46） 315 

医療・介護ローン「はるかプラン」    33 （5）  2,766  （425） 2,645 

医療・介護ローン「みらいプラン」     5  （0）    341    （0） 311 

医療・介護ローン「きずなプラン」    11  （2）  1,566  （313） 1,534 

  ※（ ）内は平成 28年 10月～平成 29年 3月の実績 

 

（2） 被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日

本大震災からの復興に資する方策 

 

① 当行の体制（震災復興推進本部） 

平成 23年 5月に震災復興推進本部を設置し、本部各部・営業店が被災地域の現状、課題

等について共通認識をもって取組む体制を構築してまいりました。震災復興推進本部におい

て、「震災復興推進本部活動報告書」を作成し、毎月定例的に報告を行ってまいりました。 

平成 28年度については、被災地域の営業店との意見交換の場として平成 28年 6月、平成

29年 1月に震災復興ミーティングを行いました。平成 29年 1月の震災復興ミーティングで

は、被災地域の事業者へアンケートを実施しております。アンケート結果について、今後の

復興需要は全体の約 8割の事業者が 3年以内と回答し、復興需要終了後のビジョンについて

は現状維持と回答した事業者が約 3割となりました。また、現在抱えている課題は人員不足、

人件費高騰が約 4割と高く、その他の課題は高い順で売上減少、事業継承、税務対策、材料

調達となりました。特にも人材面での課題が顕著な結果となりました。今後、興味ある事柄

については税務対策、事業継承がそれぞれ約 3割と高い割合となりました。 

また、引き続き「震災復興推進本部活動報告書」にて復旧・復興資金の実行実績、各機構

の活用状況、被災地域の現状等、定例的にモニタリングを行い、被災地域の状況把握に努め

ております。 
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【平成 29年 1月実施のアンケート結果】 

①新規事業進出, 22.3%
②他地域への進出, 

19.6%
③現状維持, 33.9% ④事業縮小

8.8%

⑤廃業, 1.8%

⑥他社との連携,

12.4%

⑦その他, 0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

貴社の震災復興需要後のビジョンについて

①売上減少, 15.3%
②人員不足・人件費高

騰, 36.2%

③材料調達,

10.2%

④過剰設備, 2.4%

⑤資金調達

6.3%
⑥税務対策

12.6%

⑦事業継承

13.4%

⑧その他, 3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

貴社の現在抱えている課題

①税務対策, 31.4% ②事業継承, 30.5%
③M＆A

6.7%

④再生可能

エネルギー
12.4%

⑤アグリビジネス, 5.7%

⑥介護・福祉事業

1.9%

⑦その他, 3.8%

⑧無し

7.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

興味のある事柄

①1年以内, 20.0% ②2～3年, 60.0% ③5年以上, 17.3%

④10年以上, 1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

貴社では復興需要があと何年続くとお考えですか 無し

1.3%
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② 返済に関する柔軟な対応 

   当行は、震災による甚大な被害状況を踏まえ、返済猶予の申出が「震災に伴う理由である

こと」かつ「約定弁済を停止（据置）することに妥当性があること」に該当するものと判断

した場合には、約定弁済を一時停止する取扱いを迅速に実施してまいりました。また、震災

の影響を受け、約定弁済の履行に支障をきたしている事業者や個人のお客様からの融資条件

の変更について適切に対応してまいりました。 

   震災関連の約定弁済の一時停止については、被災者ニーズが収束しているため、新規相談

案件が発生する可能性は低いと想定しておりますが、条件変更については、経済情勢の変化

等により、再度条件変更の申出も想定されます。被災事業者の経営状況のモニタリング等を

通じ、外部機関とも連携を図りながら柔軟な対応を行ってまいります。 

 

   A 事業性融資のお客様 

    事業性融資のお客様について、震災後から平成 29年 5月までに約定弁済の一時停止を

累計 370 件、138 億 26 百万円実施しました。お客様との個別面談や事業再生計画の策定

支援などを通じ、一時停止先は既に解消されております。また、1,087 件、191億 30百万

円の融資条件変更に応じ、条件変更への弾力的な対応を行ってまいりました。 

    

B 住宅ローンのお客様 

    住宅ローンのお客様について、約定弁済の一時停止を累計 196件、18億 80百万円実施

しました。お客様の現状・実態把握に努め、平成 29年 5月現在で約定返済が一時停止と

なっているのは 2 先、9 百万円となりました。また、75 件、9 億 16 百万円の融資条件変

更に応じ、条件変更への弾力的な対応を行ってまいりました。 

 

  【約定弁済一時停止実績、融資条件変更実績】         （単位：先、百万円） 

 H23年 3月～H29年 5月 H29年 3月末一時停止先 

約定弁済一時停止実績 融資条件変更実績 

先数 金額 先数 金額 先数 金額 

事業性融資 370 13,826 1,087 19,130 0 0 

住宅ローン 196 1,880 75 916 2 9 

消費者ローン等 7 6 0 0 0 0 

合計 573 15,712 1,162 20,046 2 9 

 

③ 復旧・復興資金への対応 

   東日本大震災発生直後から積極的な金融支援に取組み、復旧・復興資金については、震災

後から平成 29年 5月までに 4,071件、953億 73百万円実行しました。また、震災による被

害が甚大であった地域の営業店を被災店（宮古、宮町、釜石、大船渡、高田、南気仙沼、石
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巻支店の 7ヶ店）と定義し、同地域への復旧・復興資金の融資実行は平成 29年 5月までに

1,912件、527億 78百万円となりました。 

 

A 事業資金 

    震災直後から、「とうぎん復興ビジネスローン 2000」、信用保証協会保証付融資制度、

被災者の負担軽減に繋がる自治体等による利子補給制度も活用しながら、復旧・復興の段

階に合わせ、被災者の要望に応じた支援を行ってまいりました。 

    平成 28年 4月から平成 29年 5月までの運転資金の実績は 227件、53 億 29百万円、設

備資金の実績は 76件、24億 96百万円、合計 303件、78億 25百万円となりました。震災

初年度をピークに復旧・復興資金のニーズは減少傾向にありますが、復興事業に係る建設

業等の運転資金、土地造成事業や社屋設備資金等の需要は継続していることから、引き続

き積極的な対応を行ってまいります。 

 

B 個人向けローン 

    震災直後から、特別金利のマイカーローン、復興支援住宅ローン等を活用しながら、個

人のお客様の要望に応じた支援を行ってまいりました。 

    平成 28年 4月から平成 29年 5月までの住宅ローンの実行実績は 122 件、22億 51百万

円、消費者ローンの実行実績は 29件、3億 39百万円となりました。津波による被害が甚

大であった沿岸部においては防災集団移転促進事業等の進展による住宅建設需要が継続

しており、引き続き積極的な対応を行ってまいります。 

 

  【復旧・復興資金の実行実績】                 （単位：件、百万円） 

 

前計画期間 

震災後～平成 28年 3月 

平成 28年 4月～ 

平成 29年 5月 
累計  うち被災店 

件数 金額 件数 金額 件数 金額  件数 金額 

事業資金 

（運転） 
2,470 52,756 

227 

 （131） 

5,329 

（2,776） 
2,697 58,085  902 23,664 

事業資金 

（設備） 
754 25,796 

76 

  （38） 

2,496 

（1,110） 
830 28,292  557 21,645 

住宅 

ローン 
284 5,823 

122 

   （74） 

2,251 

（1,274） 
406 8,074  338 6,601 

消費者 

ローン 
109 583 

29 

    （2） 

339 

    （7） 
138 922  115 868 

合計 3,617 84,960 
454 

  （245） 

10,415 

（5,167） 
4,071 95,373  1,912 52,778 

 ※（ ）内は平成 28年 10月～平成 29年 5月の実績 



27 

 

④ 復興支援住宅ローン・復興支援アパートローンによる被災者支援 

当行では、住宅再建支援および賃貸住宅着工によるインフラ整備のため、平成 24年 3月

に発売しました復興支援住宅ローン『未来飛行』、復興支援アパートローン『日あたり良好』

により、被災者支援を行ってまいりました。復興支援住宅ローンは、お客様から保証料をい

ただかない商品として、通常の住宅ローンよりも金利を引き下げて取組を行い、平成 28年

4月から平成 29年 3月までの実行実績は 51件、13億 69百万円、平成 29 年 3月末までの累

計で 280件、64億 20百万円の融資を実行しております。復興支援アパートローンにおきま

しても、通常のアパートローンよりも金利を引き下げて取組を行い、平成 28年 4 月から平

成 29年 3月までの実行実績は 6件、1億 16百万円、平成 29年 3月末までの累計で 107件、

49億 49百万円の融資を実行しております。 

防災集団移転促進事業の進展により、沿岸被災地における住宅ローン需要は引き続き想定

されることから、本部・営業店が連携を密にし、積極的な支援を行ってまいります。 

 

【復興支援住宅ローン・復興支援アパートローンの実績】     （単位：件、百万円） 

 

前計画期間 

震災後～平成 28年 3月 

平成 28年 4月～ 

平成 29年 3月 
累計  うち被災店 

件数 金額 件数 金額 件数 金額  件数 金額 

復興住宅

ローン 
229 5,051 

51 

   （23） 

1,369 

  （664） 
280 6,420  224 5,049 

復興ＡＰ 

ローン 
101 4,833 

6 

    （1） 

116 

   （33） 
107 4,949  82 3,690 

※（ ）内は平成 28年 10月～平成 29年 3月の実績 

 

⑤ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等の活用支援 

   震災からの復旧を目指すお客様に対して、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の

活用を案内するのみでなく、補助金が交付されるまでのつなぎ融資や自己負担部分への融資

に取組んでおります。 

平成 28年 4月から平成 29年 3月までの中小企業等グループ施設等補助事業に関する補助

金つなぎ融資の実績は、6件、8億 61百万円、自己負担部分への融資対応は 2件 79百万円、

平成 29年 3月末までの累計でそれぞれ 75件、82億 31百万円、16件、12億 48百万円とな

りました。 

また、漁業等の漁業者団体や水産加工流通業者の復興を支援するための水産加工場施設整

備事業等を活用されるお客様へも対応を行い、水産加工場施設整備事業に関する補助金つな

ぎ融資の実績は平成 29 年 3 月末までの累計で 8 件、23 億 10 百万円、自己負担部分への融

資対応は 6件、3億 48百万円となりました。 

中小企業等グループ施設等補助事業、水産加工場施設整備事業に関する補助金つなぎ融資
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については取扱いが継続しており、震災復旧に向けた施設整備、被災地域の雇用拡大、活性

化支援に向けて引き続き積極的な対応を行ってまいります。 

 

【中小企業等グループ施設等補助事業に関するつなぎ融資実績】（単位：件、百万円） 

前計画期間 

震災後～平成 28年 3月 

平成 28年 4月～ 

平成 29年 3月 
累計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

69  7,370  
6 

（3） 

861 

（76） 
75 8,231 

※（ ）内は平成 28年 10月～平成 29年 3月の実績 

 

【自己負担部分への融資対応実績】               （単位：件、百万円） 

前計画期間 

震災後～平成 28年 3月 

平成 28年 4月～ 

平成 29年 3月 
累計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

14 1,169 
2 

（1） 

79 

（14） 
16 1,248 

※（ ）内は平成 28年 10月～平成 29年 3月の実績 

 

【支援事例 7】 

グループ補助金を活用した鮮魚・冷凍魚等の卸売販売加工業者への支援事例 

お客様は鮮魚・活魚・冷凍魚の卸売販売加工業を営む事業者です。東日本大震災の

津波被害により、事務所・工場を喪失いたしました。 

震災後、賃貸にて事業を継続し、業績は震災前を超える水準に回復いたしました。

そのようなか、業容の拡大、被災地域の活性化へ向け、グループ補助金の活用により

被災工場の復旧にいたりました。 

当行では、グループ補助金のつなぎ融資および自己資金部分についても金融支援を

行いました。お客様の「復旧」から「成長」に向けた事業拡大を支援しながら、地域

経済活性化にも寄与した支援の事例となっております。 

 

 ⑥ 東日本大震災事業者再生支援機構及び岩手（宮城）復興機構の活用支援 

   東日本大震災事業者再生支援機構及び岩手(宮城)産業復興機構を活用し、過大な債務を背

負い被災地域において事業の再生を図ろうとする事業者に対して、二重債務を解決するため

の支援を行っております。 

   平成 29年 6月末において、東日本大震災事業者再生支援機構を活用し、支援・買取が決

定したお客様は 55 先となっております。また、岩手産業復興機構を活用し、支援・買取が

決定したお客様は 44 先、宮城産業復興機構を活用し、支援・買取が決定したお客様は 13
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先となっております。 

各機構を活用した先については、二重債務問題の解決のみならず、東日本大震災事業者再

生支援機構を活用したお客様に 21億円、岩手産業復興機構を活用したお客様に 11億円、宮

城産業復興機構を活用したお客様に 3億円、合計 35億円の設備復旧や運転資金等の新規融

資を実行する等し、事業再開及び再成長へ向けた積極的な支援を行っております。 

   今後も、新規の相談案件はもちろんのこと、機構を活用したのち、経営再建計画が当初計

画通り進まない事業者への各機構と連携した経営相談を強化することで事業者の経営改善

支援・事業再生支援に努めてまいります。 

  一方、機構を活用したお客様のなかには、東日本大震災の発生後約 6 年 3ヶ月が経過し、

当初事業計画を上回って業績が好調に推移しているお客様もおります。機構債権については、

DDS 化等により金利負担が低減されている等のお客様にとっては有益なものもある一方で、

コベナンツ条項等により経営の自由度が一定程度制限されている場合もあります。そのよう

なことからも、業績が好調に推移しているお客様においては、その後のモニタリングの中で

早期に機構債権を完済し、事業再生を完了したい等のニーズも存在します。引続き、モニタ

リングによるお客様との対話を継続し、早期に事業再生の完了がなされるよう支援に努めて

まいります。 

 

【各機構の活用実績】                        （単位：件） 

 平成 28年 3月末 
平成 28年 4月～ 

平成 29年 6月 
累計 新規融資対応額 

東日本大震災事業者再生支援機構 52 3（2） 55 21億円 

岩手産業復興機構 42 2（0） 44 11億円 

宮城産業復興機構 13 0（0） 13 3億円 

合計 107 5（2） 112 35億円 

※（ ）内は平成 28年 10月～平成 29年 6月の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

【支援事例 8】 

東日本大震災事業者再生支援機構を活用した支援事例 

本事例のお客様は沿岸部にて鮮魚運搬を中心とした貨物運送業を営む事業者です。

東日本大震災の津波により、営業車両の一部が流出した他、取引先の水産業者の被災

により積荷が大幅に減少しました。 

 震災後、窮屈な資金繰りを繋ぐべく車両を売却する等、規模を縮小し事業を継続し

ておりましたが、震災に起因する混乱に加え、代表者の体調不良もあり配車等の業務

管理が手薄になったことから赤字が続いておりました。 

 また、金融機関の借入債務も多額に上っており償還の目途が立たない状況でもあっ

たことから、東日本大震災事業者再生支援機構へ支援要請を行いました。機構の支援

基準にも合致していたことから、事業再生計画の策定、設備資金の対応、震災前債権

の買取による二重ローンの解消、震災後債権の返済条件の変更等を実施しておりま

す。 

 震災における被害が甚大であった沿岸地域における運送業の再生支援の事例とな

っております。 

 

【支援事例 9】 

機構買取債権の一括返済による事業再生完了支援事例 

本事例のお客様は、主に岩手県内を営業エリアとする岩手県内陸部の土木工事業者

です。東日本大震災の影響により、仕掛工事の延期や中止が発生し一定期間休業を余

儀なくされる等、施工体制を大きく毀損する事となりました。 

 その結果、既存借入金の償還にも支障を来たすこととなり、東日本大震災事業者再

生支援機構の支援を受け事業再生を図りました。 

 その後、復興需要等もあり業績は改善し、当初計画を上回る水準にて推移しており、

モニタリングの中で事業者よりリファイナンスによる機構への一括返済の相談を受

けました。当行では、事業者からの相談を受け、メイン銀行としてリファイナンス資

金に対応し、買取債権について機構へ一括返済を行い、事業再生が完了した支援の事

例となっております。 

  

⑦ 個人版私的整理ガイドラインの活用支援 

当行では、東日本大震災で被災されたお客様に対して、生活再建に向けた積極的な支援を

行っております。なかでも、個人版私的整理ガイドラインを活用した二重債務問題の解決に

力を入れてきており、平成 29 年 6 月までの累計で、債務整理開始の申出が 39件、うち弁

済計画案が示された 30件のうち 29件（うち当行が決裁権限者となるものは 18件）の債務

整理が決定し、本制度を活用して債務整理を行ったお客様に対して、新たな住宅資金の供給

を行った事例も出てきております。債務整理を行ったお客様への住宅資金の対応、ガイドラ
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インの周知及び利用促進についても、ポスターやパンフレットを活用し、引き続き積極的に

取組んでまいります。 

また、各自治体で活発化している防災集団移転促進事業について、土地買上代金の全額を

債権に充当してもなお債務が残る場合であっても、当該抵当権の解除に応じる対応を行うな

ど、復興に向けた柔軟な対応を行っております。 

   今後については、震災から 6年 3ヶ月が経過し、お客様のニーズも多様化してきているこ

とから、既に条件変更等を実施したお客様に対しても、状況に応じてガイドライン利用を促

すなど、それぞれのお客様に合った支援策を提案・実行してまいります。 

 

（3） その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 

 

① 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

 

   A アグリビジネス支援 

 

ａ「とうぎん AFFクラブ」 

平成 24年 5 月に農林水産事業者や食品関連事業者 32社からなる「とうぎんアグリビ

ジネスクラブ」を立ち上げ、販路支援を推し進めていく体制を整えてまいりました。順

次新規会員の入会があり、平成 29年 3月末現在の会員数は 43社となっております。 

また、平成 27 年より組織名を「とうぎん AFFクラブ」に改称し、農林水産業全ての

事業者を対象としていることをイメージした組織名としております。 

今後は、販路拡大などお客様が現在抱える経営課題の解決へ向けて、商品開発や販路

開拓等について、互いに高め合いながらブランドの創造を目指すことができるよう、当

行は事務局として、これまで培ってきたノウハウを基に情報提供や更なるネットワーク

の構築を図り、お客様の本業の成長支援に努めてまいります。 

 

【会員の業種】 

農畜産物 13社 米、雑穀、野菜各種、きのこ、牛肉、牛乳など 

水産物 14社 いか、さんま、鮭等の鮮魚及び業務用加工品など 

加工食品 5社 菓子、漬物、ワイン製造など 

その他 11社 小売業、飲食業、農業用資材販売など 

 

b 岩手大学三陸水産研究センターとの連携 

平成 28年 7月、三陸沿岸地域の水産業界の振興と発展を目的として、岩手大学三陸

水産研究センター（以下「センター」という。）と連携協定を締結しました。連携協定

では、三陸沿岸地域の水産業界の振興と発展に貢献するよう、センターと当行それぞれ
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が保有する研究課題や企業の経営課題に関する情報、ノウハウ等を用いて相互に協力し、

協同した取組を行うこととしております。中小企業の新商品開発や加工技術向上ニーズ

とセンターが保有するノウハウ等をマッチングさせることにより、地域産業の活力向上

に努めてまいります。 

     また、平成 29年 3月にはセンターと当行、地元建設事業者が中心となって産学官金

連携による次世代養殖システムの確立に向けた研究開発プラットフォームを設立し、気

象や海洋環境に左右されない強い生産システムの構築に取組んでおります。 

 

【支援事例 10】 

農事組合法人へ事業性評価を実施した支援事例 

 本事例のお客様は、組合員 110 名、委託農家 50 名で耕作面積 200ha を持つ大規模

農業法人です。当行では平成 26年秋に総合化事業計画認定（6次産業化認定）の相談

を受け、申請のアドバイスを行いました。 

 お客様は平成 27年 2月に認定取得後、地域活性化・農家の生産物販売を行うため、

平成 29年 3月北上市内に産直センター・農家レストランを新規に開業いたしました。     

総合化事業計画の実現に向け、個別事業の計画策定サポートや事業性評価に基づく

金融支援を行ったアグリビジネス支援の事例となっております。 

 

B 環境ビジネス支援 

 

a  再生可能エネルギー支援 

東日本大震災の発生以降、自然エネルギーへの需要が増加し、再生可能エネルギー事

業に参入されるお客様に対し、積極的な支援を行ってまいりました。 

平成 28年度下期は、メガソーラー発電事業、バイオマス発電事業への資金供給など

を行い、平成 29 年 3 月末の再生可能エネルギー関連融資残高は 177 件、166 億円とな

りました。 

東北地方においては、太陽光発電事業により発電された電力は、電力会社による買い

取りが抑制されるなど、太陽光発電事業の需要が少なくなることが想定されております。

一方で、新たな再生可能エネルギー事業については事業者の関心事として継続しており、

風力発電、地熱・バイナリー発電、バイオガス発電等の再生可能エネルギー事業への支

援強化を図ってまいります。 

 

b 「とうぎんエコ・ローン」による支援 

平成 22年 5月より「とうぎんエコ・ローン」の取扱いを開始し、環境保全や再生可

能エネルギーの利用に積極的な企業に対し、必要な資金を提供することで、当地におけ

る環境保全への取り組み促進をしてまいりました。 
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東日本大震災の発生以降、自然エネルギーへの需要は増加しており、エネルギー供給

環境の変化は大きなテーマとなっております。当行では再エネ事業に取り組む事業者、

温室効果ガス排出削減を行う事業者など「環境保全に対して積極的に取り組む事業者」

に対し、「とうぎんエコ・ローン」を通じて円滑な資金供給を行ってまいりました。平

成 29年 3月末現在の「とうぎんエコ・ローン」の融資残高は 53件 38億円となってお

ります。 

今後も「とうぎんエコ・ローン」を通じ、環境保全に対して積極的な事業者の支援を

継続してまいります。 

 

c 再生可能エネルギー推進協議会への参画 

 当行では、再生可能エネルギーにおける小水力発電普及を目的に発足した、「北 

東北小水力利用推進協議会」の賛助会員へ入会いたしました。 

 小水力発電は北東北の自然環境に適した再生可能エネルギーであり、同推進協議会

は小水力発電への取組活性化、地域産業の創出、水源となる林業振興に資するべく、

平成 28年 11月に新設されました。小水力発電はベースロード電源として安定した発

電と供給が期待されています。また、岩手県では FIT法が施行される以前から、水力

発電が重要な再生可能エネルギーとして利用されてきました。 

 当行では、同協議会の設立趣旨に賛同し、岩手県の金融機関として唯一参画するこ

とで小水力発電の普及に取組み、地域産業の創出と林業振興を通じ、地域力の向上に

努めてまいります。 

 

【支援事例 11】 

源泉の湯を使った「バイナリー発電」施設への支援事例 

 本事例のお客様は、温泉の源泉を所有し、地域のホテル各社へ配湯事業を行ってい

る事業者です。源泉温度は 80℃を超え、適温での配湯を行うため、湯を冷ましたうえ

でホテル各社への配湯を行っておりました。 

 お客様より熱水を活用した「小規模発電」、「熱水ハウスでのトマト栽培」、「源泉公

園の整備」等の取組みを行いたい旨の相談があり、当行では事業計画策定、つなぎ資

金等の金融支援を実施しました。 

 周辺のパイプハウスでの野菜栽培や温泉卵製造など、地域の波及効果も期待されて

いる本業支援の事例となっております。 

 

C 医療・介護ビジネス支援 

 

a 「とうぎん医療・介護ローン」による支援 
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平成 26年 5月より「とうぎん医療・介護ローン」の取扱いを開始し、医療・介護

事業者へ必要な資金を円滑に提供することで支援を行ってまいりました。「とうぎん

医療・介護ローン」では、「はるかプラン（運転資金・設備資金）」、「みらいプラン（開

業資金）」、「きずなプラン（賃貸用医療介護福祉施設等の設備資金）」の 3つをライン

ナップしております。 

地域における医療・介護に関する需要は、高齢化率の上昇により増加が見込まれて

おり、今後も引き続き施設整備が求められています。当行では、「とうぎん医療・介

護ローン」を通じ医療介護事業者へ円滑な資金供給を行い、平成 29年 3月末の残高

は 41億 79百万円となっております。 

今後も「とうぎん医療・介護ローン」を通じ、地域における医療・介護事業に対す

る支援に積極的に取組んで参ります。 

 

【支援事例 12】 

介護事業者への支援事例 

 本事例のお客様は、株式会社の事業形態により介護施設の運営に取組んでおりまし

た。地域の介護需要の高まりに加え、施設利用者への安定的かつ質の高いサービス提

供を志し、社会福祉法人へ改組し、特別養護老人ホームへの参入を計画しておりまし

た。 

 当行ではお客様の社会福祉法人への改組にあたり、専門のコンサルタントを紹介

し、スムーズな社会福祉法人への移行支援を実施しております。その後、新設する特

別養護老人ホーム建設資金に対し、当行（「医療・介護ローン」を活用）と福祉医療

機構による協調融資による支援を行っております。 

 お客様の抱えている課題を解決し、資金需要の創出から「とうぎん医療・介護ロー

ン」を活用した融資支援事例となっております。 

 

② 経営に関する相談その他の取引先の企業に対する支援に係る機能の強化のための方策 

 

A ビジネスマッチング 

  

a 「とうぎんマルシェ」の開催 

平成 28 年 12 月 2 日～4 日の 3 日間、JR 盛岡駅構内において、地域の特産品販売会

「とうぎんマルシェ」を当行、JR 東日本東北総合サービス㈱、東日本旅客鉄道㈱の主

催により開催しております。 

当行と JR東日本東北総合サービス㈱は、平成 26年 9月に地域資源を活用した特産品

等の商品開発・販路開拓に取組むビジネスマッチングの提携をしており、「とうぎんマ

ルシェ」はその提携に基づき、地域の食品関連事業者に盛岡駅の駅ナカでの販売機会を
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提供するために共同で主催したもので、盛岡駅では 3回目の開催となりました。岩手県

および青森県内各地の食関連事業者 11 社が参加し、取引先事業者の販売拡大の支援を

行っております。 

 

    b ビジネスサポートサービス 

当行では取引先事業者の様々な経営課題やニーズに対する支援ツールとして、「事業

承継」や「土地の有効活用」、「医療介護」など約 20の分野で 50社超の提携外部専門家、

専門事業者をマッチングする「ビジネスサポートサービス」を整備しております。 

当行単独では対応できないような中小事業者の経営課題やニーズに対しても、外部専

門家をマッチングすることで、解決につなげるための支援体制を構築し、外部専門家と

の提携についても随時拡充しております。 

     

 【ビジネスサポートサービス活用実績（平成 29年 3月 31日現在）】 

 マッチング紹介件数 うち成約件数 継続案件数 

上期 153件 22件 50件 

下期 173件 10件 123件 

合計 326件 32件  

 

B 地方自治体との連携 

平成 28年 12月に二戸市、平成 29年 3月に宮古市と地方創生に向けた連携協定の締結

を行いました。これまでに締結した紫波町、遠野市、洋野町、一関市、平泉町、矢巾町、

滝沢市、大船渡市、岩手町と合わせて、岩手県内 11 の市町と地方創生に向けた連携協定

を締結しております。連携した自治体とは、「地方版総合戦略」の実効性を高めるため、

随時情報連絡会を開催し、地域資源を活かした 6次産業化等地域力向上に繋がるよう取組

を行っております。 

    岩手町と遠野市においては、6次産業化を支援する制度融資をそれぞれの自治体と開発

しております。本制度融資は、6次産業化に取組むお客様が融資を受ける際、各自治体か

ら全額利子補給を受けられる制度となっております。 

    今後も地方自治体と連携した取組みを行い、地域の活性化に繋がるような地域特産品の

開発や、地域力向上に向けて取組んでまいります。 

 

C 盛岡信用金庫との「包括業務連携に関する協定」の締結について 

平成 29年 2月に地方創生や中小企業への資金供給に協力して取組むため、盛岡信用金

庫と「包括業務連携に関する協定」を締結しました。当行と盛岡信用金庫は従来から合同

勉強会の開催、商談会への参加、協調融資の実行等において個別に連携を図ってまいりま

したが、取引先企業の成長や経済活性化への貢献へ向けて「包括業務連携に関する協定」
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を締結し、中小事業者の支援を強化していくことといたしました。 

今後は相互の情報ネットワークや営業ノウハウを共有し、地域力の向上へ向けて取組ん

でまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 早期の事業再生に資する方策 

  

A 中小企業再生支援協議会の活用支援 

債権者間調整を必要とする事業者について外部の専門的なノウハウを活用するべく中

小企業再生支援協議会(以下、「協議会」という。)を活用した支援を行っております。平

成28年4月から平成29年3月における協議会の新規相談件数は12先となっております。 

その進捗状況の内訳については、改善計画策定済の先が 5先(うち、暫定計画 5先)、と

なっており、計画の進捗状況について協議会と協働して定期的なモニタリングを行ってお

ります。 

今後についても、当行の取引先が様々な支援を必要とする状況(事業再生、業種転換、

事業承継等)となった場合に債権者間の調整が必要となることが想定されます。協議会に

よる経営改善計画の実現可能性についての評価は、中立な立場で客観的な検証を経て行わ

れることから、結果として債権者間調整の際に求められる透明性や妥当性が高まります。

また、結果として暫定計画となった場合でも、事業者の改善に対するモチベーションを高

める効果も期待出来るものとなることから、今後においても案件検討の初期段階から協議

会への事前相談を積極的に活用してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連携内容】 

1. 地方創生に関わる取組       5. 人材育成 

2. 中小事業者への資金供給      6. 経営の効率化に関する事項 

3. 中小事業者に対する本業支援    7. その他 

4. 災害時の相互支援 
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【支援事例 13】 

中小企業再生支援協議会を活用した建設業のお客様の支援事例 

本事例のお客様は、業歴 40 年超の鉄骨工事業を営む事業者です。2007 年のリーマ

ンショック以降、鉄骨加工需要の低迷や単価の減少が続いておりました。その現状を

打開しようと新規事業に着手したものの、思うように進まず財政基盤が大きく毀損す

ることとなり、更に本業である鉄骨工事の売上も大きく減少する状況となりました。 

 その結果、金融機関からの借入金についても約定返済を継続することが困難とな

り、債権者間調整も必要であることから協議会へ相談となったものです。 

 現在、協議会主導により経営改善計画書を策定し、専門コンサルタントの関与のも

と改善に取組んでいるところであります。債権者間調整が必要なお客様について、協

議会を活用した支援事例となっております。 

 

B 地域経済活性化支援機構の活用支援 

有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援するた

め、地域経済活性化支援機構(以下、「機構」という。)を活用した支援を行っております。 

機構は、従前からの事業再生支援に加えて、地域経済の活性化支援に係る新たな業務が

追加され、機構の関与する事業再生案件のみならず、地域金融機関やその融資先、地域金

融機関の事業再生子会社や事業再生ファンドに対する専門家派遣等を行うことができる

等、地域金融機関の事業再生をサポートする体制がとられております。 

また、平成 26年 10月施行の改正機構法により、事業者の債務整理を行うと同時に代表

者等保証人の保証債務について一体整理を行う「特定支援業務」も追加されており、転業・

廃業支援もサポート可能な体制となっております。 

当行では、機構がこれまで蓄積してきた実績やノウハウを活用し、被災地の復興のみな

らず、構造不況や後継者問題等を抱え、収益改善の展望が描けない事業者に対する対応等

を検討するため、平成 26年 3月に「特定専門家派遣に関する契約」を締結しております。

この契約は現在も継続されており、引続き「行内研修の講師」や個別事業者の相談等、今

後も機構を活用しながら事業者のライフステージに沿った支援を行ってまいります。 

 

C 認定支援機関としての経営支援 

当行では、平成 24年 8月に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき平成 24

年 11月に経済産業省より「経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」という)」の認定

を受けました。 

認定支援機関として中小企業の経営力強化のため、中小企業施策の情報提供、補助金制

度へ関与、他認定支援機関との連携等、事業者の経営状況の分析やモニタリング等の実施

などにより中小事業者への支援態勢を整備しております。 
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今後も認定支援機関として、補助金制度等の活用を通じた事業者の支援に努めてまいり

ます。 

 

【認定支援機関を活用した支援実績】 

制度融資 件数 金額 

経営力強化保証制度 19 件 618百万円 

   

補助金等制度名 関与件数 採択件数 

ものづくり補助金 47 件 20件 

創業・第二創業促進補助金 13 件 7件 

小規模事業者活性化補助金 4 件 4件 

中小企業等グループ施設等復旧整備補助金 2 件 2件 

認定支援機関による経営改善策定支援事業 4 件 0件 

合計 70 件 33件 

 

【支援事例 14】 

認定支援機関としてものづくり補助金採択に関与した支援事例 

本事例のお客様は、沿岸部の水産加工業のお客様です。東日本大震災により工場が

流出するなどの甚大な被害を受けましたが、グループ補助金の活用による設備の復

旧、東日本大震災事業者再生支援機構の活用等により復興に取組み、その後の新商品

がヒットしたこともあり震災前以上の売上を計上するに至りました。 

そのようななか、スーパー、商社等による商品需要があるにもかかわらず、工場で

は従業員の手作業による工程も多く、供給不足の問題が発生しておりました。そこで

当行では認定支援機関として事業計画のアドバイスなどの支援を実施、お客様も生産

効率の向上に向けての設備資金の導入を検討し「革新的ものづくり・商業・サービス

開発支援補助金」の申請を行いました。 

その後、補助金の採択がなされ、補助金が交付されるまでのつなぎ融資についての

支援を行いました。お客様の高い商品力に着目し、認定支援機関として関与し、お客

様の抱えている課題を解決した支援事例となっております。 

 

④ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

 

A 事業承継支援 

当行では、外部専門機関等との連携を図り、事業承継支援を行っております。 

事業者の現在の経営課題の上位に挙げられるなど中小企業経営者の高齢化の進展や

地域経済の減退等による後継者不足等の事業承継に関する課題は増加傾向となること
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が想定されることから、外部専門家とも連携を図り、引き続き事業承継に向けた支援に

努めてまいります。 

 

B 後継者育成支援 

当行では、「次代を担う後継者の育成」のため、後継経営者・若手経営者の方々を対

象に、経営計画の策定や組織作り、人材育成等をテーマにした後継者セミナー「社長の

道場」を開催しております。 

平成 29年 2 月 16日に開催した「社長の道場」では、「事業承継」「集客」「財務」の

3つのテーマで分科会を設定し、参加者の課題に応じた分科会を受講してもらい、参加

者同士でディスカッションや課題共有することを通じて、参加者の横のつながりを醸成

する内容としております。 

この取組みは地域に安定的な雇用の確保をもたらし、地域の人口減少を抑制する方策

ともなり得ることから、当行は「社長の道場」について毎回旬のテーマやニーズの高い

テーマを設定し、今後も継続的に開催してまいります。 

 

3. 剰余金の処分の方針 

  当行は、銀行業の公共性を踏まえ内部留保の充実に努めるとともに、配当につきましても安

定的な配当を継続することを基本方針としております。平成 29年 3月期につきましては、普

通株式の中間配当は 1 株あたり 2.5円（年間 5円）、第 1種優先株式については約定に従った

配当を行っております。また、当初の計画以上に内部留保の積み上げを図っており、平成 49

年9月末には国の資金100億円を返済するための財源として利益剰余金を確保できる計画とな

っております。なお、当行は本計画以上に利益剰余金が積み上がった場合、国の資金について

早期返済を検討してまいります。 

 

4. 財務の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

 

（1） 経営管理に係る体制及び今後の方針 

経営管理体制の充実は、株主の皆様をはじめとし、取引先、地域の皆様など、全てのステー

クホルダーの方々からの厚い信頼を確立していくための最も重要な経営課題の一つであると

認識しております。当行では経営管理に係る体制の充実を図るため、的確な経営の意思決定、

決定に基づく迅速な業務執行、並びに適正な監督・監査体制の構築に努めております。 

取締役会については、原則月 1回開催しており、経営に関わる重要事項の決定を行うととも

に、業務の執行状況の監督を行っており、平成 28年度下期は 6回開催しております。社外の

専門的な見地からの意見を取入れるため、独立役員 2名以上の社外取締役を含む体制とし、取

締役会において活発かつ十分な実質的な議論のもとに意思決定がなされるよう、社外役員には

事前資料配布並びに議題の事前説明を行っております。 
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常務取締役以上及び常勤監査役で構成される常務会は、原則毎週開催しており、迅速な意思

決定を行う体制を整備しており、平成 28年度下期は 32回開催しております。常務会は取締役

会で定めた基本方針に基づく業務執行や、常務会規程に基づく付議案件を審査するとともに、

重要な銀行業務の意思決定機関としての機能を担っております。 

 

 （2） 業務執行に対する監査又は監督の体制及び今後の方針 

当行は監査役制度を採用しており、監査役会は監査役 4名（会社法第 2 条第 16号に規定さ

れた社外監査役 2名を含む）で構成されており、平成 28年度下期は 4回開催しております。

取締役会については監査役 4名が、常務会については常勤監査役 1名が出席し、適切な提言・

助言を行っております。監査役は取締役会への出席を通して経営チェックを行うとともに、営

業店及び本部各部の業務執行状況、内部統制の有効性及び法令遵守状況等を監査しております。 

 

 （3） 与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む）及び市場リスクの管理を含む各種

リスク管理の状況並びに今後の方針 

 

① リスク管理体制 

当行では業務運営上発生が予想されるリスクについて、統合的リスク管理の考え方のもと、

取締役会がリスク管理の基本方針及びリスク管理体制を定めております。 

リスク管理の基本方針では、リスクを定量化し自己資本と対比して管理する「統合リスク

管理」と、統合リスク管理以外の手法による「その他リスク管理」とに区分しております。

前者は、資産・負債の総合管理、自己資本管理、流動性リスク管理に係る事項も含め、経営

陣と関係部で構成する ALM委員会において管理する体制としております。後者は、リスクの

種類ごとに主管部署を明確にし、当該主管部署ごとに管理体制の堅確化に努め、リスクの顕

在化を抑制する管理体制としております。 

 

② 統合的リスク管理 

統合的リスク管理については、リスクの種類ごとにリスクの顕在化により発生が予想され

る損失額を統計的な方法で計測を行い、自己資本を原資として主要なリスク（信用リスク、

市場リスク、オペレーショナルリスク）にリスク資本を配賦して、設定したリスク管理枠に

収まるよう管理する手法としております。 

経営陣と関係部で構成する ALM委員会では、毎期リスク管理枠の設定を行い、経営体力に

見合ったリスクテイクとなっているかを毎月確認しており、定期的にストレステストを実施

することにより、自己資本充実度の検証を実施しております。また、自己資本、リスク管理

態勢、収益性、流動性を踏まえ、市場部門及び貸出金の一部において、ポジション枠を設定

する態勢としております。 
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③ 信用リスク管理 

当行の信用リスク管理については、融資規程（クレジット・ポリシー）において、信用リ

スク管理の基本方針として、信用リスク管理態勢の整備、与信審査の客観性の確保、問題債

権の管理、与信ポートフォリオ管理による与信集中の排除、信用リスクの定量的把握、適正

な収益確保等の方針を定め実施しております。さらに、信用リスク管理規定において、目的、

定義、範囲、態勢及び役割、管理方法等を定め、適正な信用リスク管理が実現するような態

勢を整備し実施しております。 

与信ポートフォリオについても、四半期ごとに ALM委員会において経営に報告し、信用リ

スク額、リスク量、予測最大損失額等の把握を行うとともに、改善策等を指示するなどによ

り管理しております。具体的な顧客管理手法としては、融資先管理要領に基づき、大口与信

先、特別管理先、経営改善指導先、事業再生支援先等を選定し、営業店のモニタリング等を

基に年 2回、営業店と本部で取組方針協議を実施し、支援及び管理を行っております。また、

本部管理・指導が必要な先については、融資部が顧客訪問し、経営改善計画策定等の支援・

指導を行っております。 

問題債権の管理としては、営業店からの毎月 2回の期日経過債権の報告や月例の貸出金延

滞報告により管理を強化し、条件変更による長期延滞の未然防止や問題解決に向けた取組を

図っております。実質破綻先以下の管理は、毎年 2 月末、8月末基準日として営業店より、

債権管理報告を受け、問題解決に向けた方針協議を行い、再建支援や円滑な処理等への協力

を含めた取組を強化しております。 

今後につきましても、信用リスク管理として、態勢を強化するとともに、管理の適正化を

図り、取組方針協議を基に、これまで以上に融資部が積極的に関与し、経営改善や事業再生

の可能性が高いと見込まれる取引先を健全な企業に立て直すための支援を行ってまいりま

す。 

 

④ 市場リスク管理 

市場リスク管理については、市場リスクの所在、市場リスクの種類・特性及び市場リスク

の特定・評価・モニタリング・コントロール等の重要性を認識し、適正な市場リスク管理体

制の整備・確立へ向けて、リスク管理の方針及び管理体制の整備をしております。 

具体的には、毎期、資産・負債の総合管理や自己資本管理等に関わる「ALM運営方針」を

決定しております。また、ALM委員会では、毎期、「市場運用業務等の方針」を設定し、市

場リスクを管理可能なリスクに限定する中で安定的な収益を確保することを確認しており

ます。あわせて「有価証券の売買方針」について、毎月 ALM委員会にて協議を行い決定する

こととしております。 
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⑤ 流動性リスク管理 

流動性リスク管理について、流動性リスクの所在、流動性リスクの種類・特性及び流動性

リスクの特定・評価・モニタリング・コントロール等の手法並びに流動性リスク管理の重要

性を十分に認識し、「リスク管理規程」、「ALM運営方針」、「流動性リスク管理規定」、「市場

運用業務等の運用管理基準」等の規定を定めております。月次の ALM委員会において、資金

の運用・調達状況の予測に基づく中長期的な資金動向の報告を行うほか、「市場運用業務等

の運用管理基準」に日次・月次等の定例報告を定めております。また、重要な事項について

は随時報告する体制としております。 

 

⑥ オペレーショナルリスク管理 

オペレーショナルリスク管理については、事務リスク・システムリスク、その他オペリス

ク（法務リスク・人的リスク・有形資産リスク・風評リスク）の区分ごとに主管部を定め、

管理を行う体制としております。 

事務リスクについては、事務規程の整備、研修及び営業店事務指導等により、厳正な事務

取扱の定着に努めております。システムリスクに関して、当行は基幹システムの運営・管理

を外部へ委託しておりますが、新日本有限責任監査法人から委託業務に係る内部統制の状況

を把握し、その有効性の評価に利用する報告書（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会

実務指針第 86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に基づき、受託会社監査人が提

供する保証業務）を毎年受領しモニタリングを実施するとともに、年 1回基幹システムの運

用・管理を委託している株式会社エヌ・ティ・ティ・データに対しシステム監査を実施する

ことにより、システムリスクの顕在化防止に努めております。その他オペリスクについては

当該主管部署ごとに管理体制の堅確化に努め、また、内部監査の実施により、リスクの顕在

化を抑制しております。 

     


